
【基本テーブル】 
区分
番号

診療行為
コード

基本名称
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

基本名称
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につ
き）（ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料
（１））

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）
（ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料）

省略名称 （材）ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１） （材）ＣＡＤ／ＣＡＭ冠

M015-02 313029720
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）（ＣＡＤ／
ＣＡＭ冠用材料（１））（大臼歯の場合）

3

【平成29年12月診療分から適用】
保医発1130第1号「「診療報酬の算定方法
の一部改正に伴う実施上の留意事項につ
いて」等の一部改正について」に基づき
新設

M015-02 313029820
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）（ＣＡＤ／
ＣＡＭ冠用材料（２））

3 〃

平成２８年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部変更（Ｈ２９．１２．５現在）

新　　　設

新　　　設

M015-02 313026420
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）（ＣＡＤ／
ＣＡＭ冠用材料（１））

【平成29年12月診療分から適用】
保医発1130第1号「「診療報酬の算定方法
の一部改正に伴う実施上の留意事項につ
いて」等の一部改正について」に基づき
変更

5



【手技・材料加算対応テーブル】 

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

5 D043 DM097 313026420
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）（ＣＡＤ／
ＣＡＭ冠用材料（１））

01 基本名称
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）
（ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料
（１））

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）
（ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料）

【平成29年12月診療分から適用】
保医発1130第1号「「診療報酬の算定方法
の一部改正に伴う実施上の留意事項につ
いて」等の一部改正について」に基づき
変更

3 D043 DM113 313029720
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）（ＣＡＤ／
ＣＡＭ冠用材料（１））（大臼歯の場合）

01

【平成29年12月診療分から適用】
保医発1130第1号「「診療報酬の算定方法
の一部改正に伴う実施上の留意事項につ
いて」等の一部改正について」に基づき
新設

3 D043 DM114 313029820
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠（１歯につき）（ＣＡＤ／
ＣＡＭ冠用材料（２））

01 〃新　　　設

新　　　設

変更
区分

グループ
番号

手技・材料加算対応テーブル加算項目
変更箇所 変更後 変更前 備考


